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(57)【要約】
【課題】本発明は、上記問題点を解消する為、管外面の
溶接周辺部の組織の脆化や粒界腐食の抑制、耐酸化性の
向上を図ることのできる耐熱管の溶接構造を提供する。
【解決手段】本発明に係る耐熱管の溶接構造は、質量％
にて、Ｃｒ：１５％～５０％、Ｎｉ：１８％～７０％、
Ａｌ：１％～６％を少なくとも含有するオーステナイト
系高Ｎｉ耐熱管２０，２０どうしを溶接してなる耐熱管
の溶接構造であって、前記耐熱管どうしの管外面の溶接
周辺部３５に、Ａｌ酸化物を含むアルミナ被膜４０を形
成した。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％にて、Ｃｒ：１５％～５０％、Ｎｉ：１８％～７０％、Ａｌ：１％～６％を少な
くとも含有するオーステナイト系高Ｎｉ耐熱管どうしを溶接してなる耐熱管の溶接構造で
あって、
　前記耐熱管どうしの管外面の溶接周辺部に、Ａｌ酸化物を含むアルミナ被膜を形成した
、
　ことを特徴とする耐熱管の溶接構造。
【請求項２】
　前記溶接周辺部は、耐熱管どうしを溶接する際に熱影響を受ける管外面である、
　請求項１に記載の耐熱管の溶接構造。
【請求項３】
　前記アルミナ被膜は、厚さ０．１μｍ～２μｍである、
　請求項１又は請求項２に記載の耐熱管の溶接構造。
【請求項４】
　前記耐熱管は、質量％にて、
　Ｃ：０．０５％～０．７％、Ｓｉ：０％を越えて２．５％以下、Ｍｎ：０％を越えて５
％以下、希土類元素：０．００５％～０．４％、並びに、
　Ｗ：０．５％～１０％及び／又はＭｏ：０．１％～５％を含有し、
　残部Ｆｅ及び不可避的不純物からなる、
　請求項１乃至請求項３の何れかに記載の耐熱管の溶接構造。
【請求項５】
　前記耐熱管は、質量％にて、
　Ｎｂ：０．１％～３％、Ｔｉ：０．０１％～０．６％、及び、Ｚｒ：０．０１％～１％
からなる群から選択される少なくとも１種を含有している、
　請求項４に記載の耐熱管の溶接構造。
【請求項６】
　前記希土類元素は、Ｌａ、Ｙ、及び、Ｃｅの少なくとも１種である、
　請求項４又は請求項５に記載の耐熱管の溶接構造。
【請求項７】
　前記耐熱管は、質量％にて、
　Ｂ：０．００１％～０．５％を含有している、
　請求項４乃至請求項６の何れかに記載の耐熱管の溶接構造。
【請求項８】
　前記耐熱管は、質量％にて、
　Ｎ：０．００５％～０．２％を含有している、
　請求項４乃至請求項７の何れかに記載の耐熱管の溶接構造。
【請求項９】
　前記耐熱管は、質量％にて、
　Ｃａ：０．００１％～０．５％を含有している、
　請求項４乃至請求項８の何れかに記載の耐熱管の溶接構造。
【請求項１０】
　前記溶接周辺部は、表面粗さ（Ｒａ）が６．３μｍ以下である、
　請求項１乃至請求項９の何れかに記載の耐熱管の溶接構造。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０の何れかに記載の耐熱管の溶接構造を有する加熱炉。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐熱管どうしを溶接してなる溶接構造に関するものであり、より具体的には
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、管外面の溶接周辺部の組織の脆化や粒界腐食を抑制し、耐酸化性を高めることのできる
耐熱管の溶接構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エチレンやプロピレン製造用の反応管や炭化水素の熱分解に用いられる分解管などの耐
熱管は、直管どうし、及び／又は直管と曲管との管体どうしを外周面側から突合せ溶接す
ることによって、配管系が構成される。この配管系は、９００℃～１１５０℃に加熱され
る高温酸化雰囲気で使用されるため、高温強度にすぐれるオーステナイト系の耐熱合金が
用いられている。近年、操業の効率化を図るため、さらなる高温操業が求められている。
【０００３】
　この種オーステナイト系耐熱合金は、高温強度を維持すべく高温雰囲気での使用中に母
材が酸化されることを抑制する必要がある。そのため、母材に含まれる成分（Ｃｒ，Ｓｉ
，Ａｌ，Ｆｅ等）の一部を酸化させて、管内面に金属の酸化物層を形成し、この酸化物層
がバリアとなって、母材の酸化を抑制することが提案されている（例えば、特許文献１及
び特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５２－７８６１２号公報
【特許文献２】特開昭５７－３９１５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　オーステナイト系耐熱合金から構成される反応管や分解管などの耐熱管は、約１０００
℃以上の温度で操業を続けると、管外面の溶接周辺部に組織の脆化や、粒界腐食、耐酸化
性が低下し、反応管や分解管の寿命が短くなる不都合があった。
【０００６】
　そして、鋭意研究の結果、その原因が、管外面の溶接周辺部の粒界にＣｒ炭化物が形成
されることに加え、金属酸化物層としてＣｒ酸化物（主にＣｒ２Ｏ３（クロミア）からな
る）が形成されたことによるものであることを見い出した。
【０００７】
　金属酸化物層としてＣｒ酸化物が形成されてしまうと、酸化物の緻密性が低いため、酸
素や炭素の侵入防止機能が十分ではなく、高温雰囲気下で母材が内部酸化を起こし、酸化
物層が肥大化する。また、肥大化した酸化物層は、加熱と冷却の繰り返しサイクルにおい
て剥離し易く、剥離に到らない場合であっても、外部雰囲気からの酸素や炭素の侵入防止
機能が十分でないから、酸化物層を通過して母材に内部酸化や浸炭を生じる不都合がある
。
【０００８】
　本発明の目的は、上記問題点を解消する為、管外面の溶接周辺部の組織の脆化や粒界腐
食の抑制、耐酸化性の低下を防ぐことのできる耐熱管の溶接構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る耐熱管の溶接構造は、
　質量％にて、Ｃｒ：１５％～５０％、Ｎｉ：１８％～７０％、Ａｌ：１％～６％を少な
くとも含有するオーステナイト系高Ｎｉ耐熱管どうしを溶接してなる耐熱管の溶接構造で
あって、
　前記耐熱管どうしの管外面の溶接周辺部に、Ａｌ酸化物を含むアルミナ被膜を形成した
。
【００１０】
　前記溶接周辺部は、耐熱管どうしを溶接する際に熱影響を受ける管外面とすることがで
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きる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の耐熱管の溶接構造によれば、耐熱管どうしの管外面の溶接周辺部にアルミナ被
膜を形成したことで、管外面の溶接周辺部について、高温域での組織の脆化を抑制、また
、耐酸化性の低下を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の耐熱管の溶接構造を具える加熱炉の要部を示す説明図である。
【図２】図２は、本発明に係る耐熱管どうしの溶接部近傍の拡大図である。
【図３】図３は、図２の線Ａ－Ａに沿う断面図である。
【図４】図４は、溶接前の耐熱管の開先加工部の断面図である。
【図５】図５は、発明例６の耐熱管どうしの溶接後、熱処理前の溶接部近傍の写真である
。
【図６】図６は、発明例６の耐熱管どうしの溶接後、熱処理を施した溶接部近傍の写真で
ある。
【図７】図７は、比較例２の耐熱管どうしの溶接後、熱処理を施した溶接部近傍の写真で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　エチレン製造用分解炉１０では、図１に示すように、直管状の耐熱管２０，２０を突き
合わせ溶接３０し、これらを部分的に置注鋳造法で製造された継手状耐熱管（フィッティ
ング）１２と溶接１４して組み立てることで、コイル形状で使用される。耐熱管２０のサ
イズは、たとえば、外径５０ｍｍ～１６０ｍｍ、肉厚５ｍｍ～１５ｍｍ、長さ３０００ｍ
ｍ～６０００ｍｍである。
【００１４】
　図２及び図３は、本発明の耐熱管２０の突き合わせ溶接部３１の溶接構造を示している
。耐熱管２０，２０どうしの突合部や溶接部や継手との突合部には、ＴＩＧ（Tungsten I
nert Gas）溶接等により、耐熱管２０と同等成分の溶接棒が溶加したビード３３が形成さ
れている。なお、溶接はＴＩＧ溶接に限らず、被覆アーク溶接、ＭＩＧ（Metal Inert Ga
s）溶接、電子ビーム溶接、プラズマアーク溶接、レーザービーム溶接等も可能である。
【００１５】
　耐熱管２０は、図４に示すように、管外面２１の端部に開先加工を施した状態で溶接が
実施される。開先加工部２５は、設計肉厚を確保するように先端にＵ字状の開先部２６を
有すると共に、外径差をなくすため開先部２６に連続した平行部２７と平行部２７から耐
熱管２０の鋳放し部２２に連続するテーパー部２８を具える。
【００１６】
　なお、管内面２３は、機械加工や研磨加工により内径が均一となるように加工される。
【００１７】
　開先加工部２５は、炉内で露出し、高温酸化雰囲気に曝される。従って、組織の脆化や
粒界腐食、耐酸化性の劣化により、強度が低下し易い。特に、平行部２７とテーパー部２
８は、鋳放し部２２に比べて肉厚が薄いため、これら影響を受け易い。
【００１８】
　そこで、本発明では、溶接部３１となるビード３３の周辺の領域、すなわち溶接周辺部
３５にアルミニウム酸化物を含むアルミナ被膜４０を形成している。溶接周辺部３５とは
、平行部２７及びテーパー部２８を意味する。なお、溶接周辺部３５とは、少なくとも溶
接の際に熱影響を受ける管外面２１の熱影響部を含んでいる。
【００１９】
　アルミナ被膜を形成するアルミニウム酸化物は、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）を主体として



(5) JP 2016-132019 A 2016.7.25

10

20

30

40

50

構成される。アルミナ被膜は、緻密性が高く、酸素や炭素を透過し難いから、高温酸化雰
囲気に曝される溶接周辺部の酸化を抑えることができ、酸化を主因とする減肉を防ぎ、強
度等を維持するために役立つ。
【００２０】
　また、アルミナ被膜を形成することで、溶接周辺部にクロム酸化物からなるクロミア被
膜の形成を抑えることができ、クロミア被膜を原因とする組織の脆化、粒界腐食、耐酸化
性の低下を防止できる。
【００２１】
　さらに、耐熱管２０には、鋳放し部２２及びビード３３に、クロミア被膜が形成された
場合にも、これらクロミア被膜に挟まれる溶接周辺部にアルミナ被膜を形成することで、
アルミナ被膜の剥離を効果的に阻止できる。
【００２２】
　耐熱管は、Ｃｒ：１５％～５０％、Ｎｉ：１８％～７０％、Ａｌ：１～６％を少なくと
も含有するオーステナイト系高Ｎｉ合金から形成する。なお、本明細書において、「％」
は、特に表示がないときは「質量％」である。
【００２３】
　また、耐熱管は、Ｃ：０．０５％～０．７％、Ｓｉ：０％を越えて２．５％以下、Ｍｎ
：０％を越えて５％以下、希土類元素：０．００５％～０．４％、並びに、Ｗ：０．５％
～１０％及び／又はＭｏ：０．１％～５％をさらに含有し、残部Ｆｅ及び不可避的不純物
からなる耐熱合金とすることが望ましい。
【００２４】
　上記耐熱管には、Ｎｂ：０．１％～３％、Ｔｉ：０．０１％～０．６％、及び、Ｚｒ：
０．０１％～１％からなる群から選択される少なくとも１種を含有することが望ましい。
【００２５】
　希土類元素は、Ｌａ、Ｙ、及び、Ｃｅの少なくとも１種とすることができる。
【００２６】
　また、上記耐熱管は、Ｂ：０．００１％～０．５％を含有することが望ましい。
【００２７】
　さらに、上記耐熱管には、Ｎ：０．００５％～０．２％を含有することが望ましい。
【００２８】
　さらに、上記耐熱管には、Ｃａ：０．００１％～０．５％を含有することが望ましい。
【００２９】
＜成分限定理由の説明＞
Ｃｒ：１５％～５０％
　Ｃｒは、高温強度及び繰返し耐酸化性の向上への寄与の目的のため、１５％以上含有さ
せる。しかし、含有量があまり多くなると高温クリープ破断強度の低下を招くので上限は
５０％とする。なお、Ｃｒの含有量は２０％～４５％がより望ましい。
【００３０】
Ｎｉ：１８％～７０％
　Ｎｉは、繰返し耐酸化性及び金属組織の安定性の確保に必要な元素である。また、Ｎｉ
の含有量が少ないと、Ｆｅの含有量が相対的に多くなる結果、耐熱管の管内面及び管外面
にＣｒ－Ｆｅ－Ｍｎ酸化物が生成され易くなる。これにより、管内面のアルミナバリア層
の生成が阻害される。また、管外面の溶接周辺部へのアルミナ被膜の生成も阻害される。
このため、少なくとも１８％以上含有させるものとする。７０％を超えて含有しても増量
に対応する効果が得られないので、上限は７０％とする。なお、Ｎｉの含有量は２０％～
５０％がより望ましい。
【００３１】
Ａｌ：１％～６％
　Ａｌは、耐浸炭性及び耐コーキング性等にすぐれたアルミナバリア層を管内面に形成し
、管外面の溶接周辺部にアルミナ被膜を形成するために添加する。一方で、Ａｌの増大は
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クリープ破断強度や引張り特性等の機械的特性の低下、溶接性の低下を招く。
【００３２】
　Ａｌは、管内面にアルミナバリア層、管外面の溶接周辺部にアルミナ被膜を良好に形成
するために、少なくとも１％以上含有させる。しかし、Ａｌ含有量が６％を超えると、ア
ルミナバリア層やアルミナ被膜の形成効果はほぼ飽和するため、本発明では上限を６％に
規定する。なお、Ａｌの含有量は２．０％～４．０％がより望ましい。
【００３３】
Ｃ：０．０５％～０．７％
　Ｃは、鋳造性を良好にし、高温クリープ破断強度を高める作用がある。このため、少な
くとも０．０５％を含有させる。しかし、含有量があまり多くなると、Ｃｒ７Ｃ３の一次
炭化物が幅広く形成され易くなり、アルミナバリア層やアルミナ被膜を形成するＡｌの移
動が抑制されるため、管内面及び管外面、特に溶接周辺部へのＡｌの供給不足が生じて、
アルミナバリア層やアルミナ被膜の局部的な寸断が起こり、アルミナバリア層やアルミナ
被膜の連続性が損なわれる。また、二次炭化物が過剰に析出するため、引張延性、靱性の
低下を招く。このため、上限は０．７％とする。なお、Ｃの含有量は０．２％～０．６％
がより望ましい。
【００３４】
Ｓｉ：０％を超えて２．５％以下
　Ｓｉは、溶湯合金の脱酸剤として、また溶湯合金の流動性を高めるために含有させるが
、含有量があまり多くなると高温クリープ破断強度の低下を招くので上限は２．５％とす
る。なお、Ｓｉの含有量は２．０％以下がより望ましい。
【００３５】
Ｍｎ：０％を超えて５％以下
　Ｍｎは、溶湯合金の脱酸剤として、また溶湯中のＳを固定するために含有させるが、含
有量があまり多くなると高温クリープ破断強度の低下を招くので上限は５％とする。なお
、Ｍｎの含有量は１．６％以下がより望ましい。
【００３６】
希土類元素：０．００５％～０．４％
　希土類元素とは、周期律表のＬａからＬｕに至る１５種類のランタン系列に、ＹとＳｃ
を加えた１７種類の元素を意味する。本発明の耐熱合金に含有させる希土類元素は、Ｌａ
、Ｙ、及び、Ｃｅからなる群のうち少なくとも一種以上が含まれることが好ましい。この
希土類元素は、アルミナバリア層やアルミナ被膜の生成と安定化の促進に寄与する。
【００３７】
　アルミナバリア層やアルミナ被膜の生成を高温の酸化性雰囲気下での加熱処理によって
行なう場合は、希土類元素を０．００５％以上含有させることでアルミナバリア層やアル
ミナ被膜の生成に有効に寄与する。
　一方、あまりに多く含有すると、引張延性、靱性が悪化するので、上限は０．４％とす
る。
【００３８】
Ｗ：０．５％～１０％及び／又はＭｏ：０．１％～５％
　Ｗ、Ｍｏは、基地中に固溶し、基地のオーステナイト相を強化することにより、クリー
プ破断強度を向上させる。この効果を発揮させるために、Ｗ及びＭｏの少なくとも一種を
含有させるものとし、Ｗの場合は０．５％以上、Ｍｏの場合は０．１％以上含有させる。
【００３９】
　しかし、Ｗ及びＭｏは、含有量があまり多くなると、引張延性の低下や、耐浸炭性の劣
化を招く。また、Ｃが多い場合と同じように、（Ｃｒ，Ｗ，Ｍｏ）７Ｃ３の一次炭化物が
幅広く形成され易くなり、アルミナバリア層やアルミナ被膜を形成するＡｌの移動が抑制
されるため、鋳造体の表面部分へのＡｌの供給不足が生じ、アルミナバリア層やアルミナ
被膜の局部的な寸断が起こり、アルミナバリア層やアルミナ被膜の連続性が損なわれ易く
なる。また、ＷやＭｏは原子半径が大きいため、基地中に固溶することにより、ＡｌやＣ
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ｒの移動を抑制してアルミナバリア層やアルミナ被膜の生成を妨げる作用がある。このた
め、Ｗは１０％以下、Ｍｏは５％以下とする。なお、両元素を含有する場合でも、合計含
有量は１０％以下とすることが好ましい。
【００４０】
　また、以下の成分をさらに含むことができる。
【００４１】
Ｎｂ：０．１％～３％、Ｔｉ：０．０１％～０．６％、及び、Ｚｒ：０．０１％～１％及
びからなる群から選択される少なくとも一種
　Ｎｂ、Ｔｉ及びＺｒは、炭化物を形成し易い元素であり、ＷやＭｏほど基地中には固溶
しないため、アルミナバリア層やアルミナ被膜の形成には特段の作用は認められないが、
クリープ破断強度を向上させる作用がある。必要に応じて、Ｔｉ、Ｚｒ及びＮｂの少なく
とも一種を含有させることができる。含有量は、Ｎｂが０．１％以上、Ｔｉ及びＺｒが０
．０１％以上である。
　しかし、過剰に添加すると、引張延性の低下を招く。Ｎｂは、さらに、アルミナバリア
層やアルミナ被膜の耐剥離性を低下させる。このため、上限は、Ｎｂは１．８％、Ｔｉ及
びＺｒは０．６％とする。
【００４２】
Ｂ：０．００１％～０．５％以下
　Ｂは、鋳造体の粒界を強化する作用があるので、必要に応じて含有させることができる
。なお、含有量が多くなるとクリープ破断強度の低下を招くため、添加する場合でも０．
５％以下とする。
【００４３】
Ｎ：０．００５％～０．２％
　Ｎは、合金基地中に固溶して高温引張強度を向上させる作用がある。しかし、その量が
多くなると、Ａｌと結合してＡｌＮを形成し、引張延性が低下するので、０．２％以下と
する。好ましくは０．０６～０．１５％である。
【００４４】
Ｃａ：０．００１％～０．５％
　Ｃａは、脱硫・脱酸元素として作用がある。そのため、ＴｉやＡｌの歩留まり向上に寄
与する。この効果は、０．００１％以上の添加により得られる。しかし、多量に添加する
と、溶接性を損なうので、０．５％以下とする。
【００４５】
　本発明の耐熱管は、管本体を構成する耐熱合金は、上記成分を含み、残部Ｆｅであるが
、合金の溶製時に不可避的に混入するＰ、Ｓその他の不純物は、この種の合金材に通常許
容される範囲であれば存在しても構わない。
【００４６】
＜耐熱管＞
　耐熱管は、溶湯を溶製し、遠心力鋳造により上記組成に鋳造される。なお、静置鋳造等
であっても構わない。
【００４７】
　得られた耐熱管には、管内面２３は、機械加工や研磨加工により内径が均一となるよう
に加工が施され、管外面２１には、図４に示すような開先加工が施される。図示の実施形
態では、開先加工部２５は、先端にＵ字状の開先部２６を有し、開先部２６に連続した平
行部２７と平行部２７から耐熱管２０の鋳放し部２２に連続するテーパー部２８を具える
。
【００４８】
　開先加工部は、平行部とテーパー部の表面粗さ（Ｒａ）が６．３μｍ以下となるように
加工することが好適であり、表面粗さ（Ｒａ）を２．５μｍ～４．０μｍとすることがよ
り望ましい。表面粗さ（Ｒａ）を上記のように調整することで、クロミア被膜の形成を抑
えることができ、続く溶接処理、熱処理によってより好適にアルミナ被膜を形成すること
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ができる。
【００４９】
　なお、次に説明する溶接処理の前に、予め開先加工を施した耐熱管に熱処理を施しても
よい。開先加工を施した耐熱管に熱処理を実施することで、開先加工部のＡｌが酸素と結
合して、アルミナ被膜を予め開先加工部、特に溶接により熱影響を受ける平行部とテーパ
ー部に形成することができる。この熱処理は、耐熱管全体に実施してもよいし、開先加工
部に局部的に実施してもよい。
【００５０】
＜溶接処理＞
　得られた耐熱管２０，２０は、端部を突き合わせた状態で同方向に回転させつつ、ＴＩ
Ｇ溶接等を施すことにより、図２及び図３に示すように、溶接棒が溶加すると共に、開先
部２６の母材が溶融して、ビード３３が開先部２６に順次積層される。ＴＩＧ溶接の場合
、溶接条件として溶接電流７０Ａ～１８０Ａ、溶接電圧７Ｖ～２１Ｖ、溶接速度７０ｃｍ
／分～１８０ｃｍ／分を例示できるが、耐熱管に加わる溶接温度を、７００℃～９００℃
の範囲内に収まるよう管理する必要がある。溶接温度が上記よりも低いとアルミナ被膜が
形成され難くなり、また、溶接温度が上記よりも高いとアルミナ被膜に代えてクロミア被
膜が形成されてしまうためである。
【００５１】
　この溶接処理を酸化性雰囲気下、たとえば大気中などの酸素を２０体積％以上含む酸化
性ガス、スチームやＣＯ２が混合された酸化性環境において実施することで、開先加工部
２５、より詳細には、管外面２１の溶接周辺部３５は、溶接により熱影響を受けて加熱さ
れると共に、加熱された溶接周辺部３５のＡｌが酸化されて、溶接周辺部３５には、薄い
アルミナ被膜４０を形成することができる。
【００５２】
　図５は、後述する実施例における発明例６の溶接後の写真である。溶接周辺部をＳＥＭ
（走査型電子顕微鏡）により観察したところ、厚さ０．１μｍの薄いアルミナ被膜が形成
されていることがわかった。溶接後に形成されるアルミナ皮膜の厚さは、０．００１μｍ
以上あればよいが、０．０１μｍ以上形成されていることがより好ましい。
【００５３】
＜熱処理＞
　そして、溶接後の耐熱管２０，２０に熱処理を施すことで、溶接周辺部３５に溶接時に
形成された薄いアルミナ被膜を成長させて、より厚い被膜４０とすることができる。この
とき、アルミナ皮膜は０．０５以上形成されており、０．５μｍ以上形成されることがよ
り好ましい。なお、この熱処理は、独立した工程として実施することもできるし、加熱炉
において耐熱管を設置して使用される際の高温雰囲気においても実施することができる。
【００５４】
　熱処理は、酸化性雰囲気下にて実施される。酸化性雰囲気とは、上記と同様、酸素を２
０体積％以上含む酸化性ガス、スチームやＣＯ２が混合された酸化性環境である。熱処理
は、９００℃～１１００℃を例示できる。熱処理は、５時間以上実施することが望ましい
。
【００５５】
　溶接周辺部は、予め溶接によって薄いアルミナ被膜が形成されているから、クロム酸化
物等は形成されず、薄いアルミナ被膜を通過した酸素と溶接周辺部３５の表面近傍のＡｌ
が優先して結合し、アルミナ被膜４０が厚く成長する。
【００５６】
　図６は、上記した図５の熱処理後の写真である。溶接周辺部をＳＥＭにより観察したと
ころ、アルミナ被膜が厚さ０．１μｍ～２μｍまで成長していることがわかった。
【００５７】
　溶接周辺部に形成された厚いアルミナ被膜は、緻密性が高く、外部から酸素、炭素、窒
素の母材への侵入を防ぐバリアとして作用するから、溶接周辺部は、操業時に高温酸化雰
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囲気に曝されても、組織の脆化や粒界腐食が抑えられ、耐酸化性の低下も防止されるから
、強度低下も防ぐことができる。
【００５８】
　本発明では、図３に示すように、鋳放し部２２とビード３３に形成されるクロミア被膜
５０，５０によってアルミナ被膜４０が挟まれている。これにより、アルミナ被膜４０の
剥離を好適に抑えることができる。
【実施例】
【００５９】
　高周波誘導溶解炉の大気溶解により溶湯を溶製し、金型遠心力鋳造により、下記表１に
掲げる合金組成の耐熱管を夫々２本ずつ作製し、機械加工を施した。機械加工前の管本体
は、内径８０ｍｍ、外径１００ｍｍ、長さ２５０ｍｍである。なお、表１中「－」は含有
していないか不可避的に含有していることを意味する。
【００６０】
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【表１】

【００６１】
　得られた耐熱管について、夫々端部に図４に示すように開先加工を施して、対となる同
じ組成の管体どうしを突合せＴＩＧ溶接により接合した。なお、平行部２７及びテーパー
部２８の表面粗さ（Ｒａ）は３．２μｍである。また、ＴＩＧ溶接条件は、溶接電流９０
Ａ～１５０Ａ、溶接電圧９Ｖ～１７Ｖ、溶接速度８０～１６０ｃｍ／分で行ない、耐熱管
に加わる溶接温度について、発明例は７００℃～９００℃、比較例は９００℃を超える温
度に調整した。
【００６２】
　図５は、発明例６の溶接後の写真である。溶接周辺部をＳＥＭにより観察したところ、
厚さ０．００５μｍ以上の薄いアルミナ被膜が形成されていることがわかった。また、そ



(11) JP 2016-132019 A 2016.7.25

10

20

30

40

50

の他の発明例についても厚さ０．１μｍ以上となる０．１μｍ～１．５μｍの薄いアルミ
ナ被膜が溶接周辺部に形成されていた。
【００６３】
　一方、比較例について、同様にＳＥＭにより観察したところ、アルミナ被膜は形成され
ておらず、クロミア被膜のみが形成されていた。これは、耐熱管に加わる溶接温度が９０
０℃を超えていたため、アルミナ被膜が形成される前にクロミア被膜が形成されたためで
ある。
【００６４】
　続いて、溶接により接合された耐熱管について、夫々大気中（酸素約２１％）、１００
０℃、８時間の加熱を施し、加熱後、炉冷する処理を行なった。
【００６５】
　発明例及び比較例について、溶接周辺部をＳＥＭにより観察し、アルミナ被膜の形成の
有無を調べた。結果を表２に示す。なお、表２中、溶接周辺部にアルミナ被膜が形成され
たものは「○」、クロミア被膜が形成されたものは「×」としている。
【００６６】
【表２】

【００６７】
　表２を参照すると、発明例は何れもアルミナ被膜が溶接周辺部に良好に形成されている
ことがわかる。図６は、発明例６の熱処理後の写真である。発明例６の溶接周辺部をＳＥ
Ｍにより観察したところ、アルミナ被膜が厚さ約０．１μｍ～２μｍまで成長しているこ
とがわかった。また、その他の発明例についても同様に厚さ０．１μｍ～２μｍの厚いア
ルミナ被膜が溶接周辺部に形成されていた。
【００６８】
　一方、比較例について、同様にＳＥＭにより観察したところ、何れも溶接周辺部にはク
ロミア被膜が形成されていた。図７は、比較例２の熱処理後の写真である。図７を参照す
ると、比較例２では、鋳放し部、ビードだけでなく、溶接周辺部までもクロミア被膜が形
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【００６９】
　発明例について、上記のように厚いアルミナ被膜が形成されたのは、溶接周辺部は、予
め溶接によって薄いアルミナ被膜が形成されており、クロム酸化物等は形成されず、薄い
アルミナ被膜を通過した酸素と溶接周辺部の表面近傍のＡｌが優先して結合し、アルミナ
被膜が成長したためである。
【００７０】
　比較例は、溶接によって溶接周辺部にクロミア被膜が形成された結果、熱処理を実施し
ても溶接周辺部にはクロミア被膜の厚さが増しただけであり、アルミナ被膜は形成されな
かったと考えられる。
【００７１】
　なお、発明例について、鋳放し部とビードを観察すると、何れもクロミア被膜が形成さ
れており、これらクロミア被膜に溶接周辺部のアルミナ被膜が挟まれて存在していた。こ
れにより、溶接周辺部に形成されたアルミナ被膜の剥離を好適に抑えることができるもの
と考えられる。
【００７２】
　上記説明は、本発明を説明するためのものであって、特許請求の範囲に記載の発明を限
定し、或いは範囲を限縮するように解すべきではない。また、本発明の各部構成は、上記
実施例に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能であることは
勿論である。
【符号の説明】
【００７３】
２０　耐熱管
２２　鋳放し部
２５　開先加工部
２６　開先部
２７　平行部
２８　テーパー部
３１　溶接部
３３　ビード
４０　アルミナ被膜
５０　クロミア被膜
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